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あなたのライフプランは、 

大丈夫ですか？ 

「マイホームを建てたい」「子ど

もに大学までいってほしい」「今か

ら一生懸命経験を積んで独立開業

したい」など、人にはそれぞれ人

生でかなえたい夢や目標がありま

す。このような、将来の「ライフ

イベント」の計画を「ライフプラ

ン」といいます。 
ライフプランとは、将来を予測

して、いつ、どんなライフイベン

トを迎えるかを考え、人生の計画

を立てることです。 
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の夢や自分の生き方が具体的な形

として現れてきて、漠然と描いて

いたものがより現実に近づいてく

ると思います。 
 また、人生でいずれ訪れる老後

の不安に、お金のことを第一に挙

げる人が増えてきています。この

心配もご自分のライフプランを立

てることによって、だいぶ和らぐ

のではないでしょうか。 
 それでは、いくらあれば不安が

なくなるのか？ 
 お金をある程度、自由に使える

老後は、持っているお金の多少よ

りも、お金をどう使うかで、その人

の価値が見えてくるといっても過

言ではありません。老後も自由で、

自分らしく、好きなように過ごせ

る人生にできるようライフプラン

を練ってみましょう。 
ファイナンシャルプランナー 竹内 

 人それぞれにライププランを

考えると、教育、就職、結婚、子

育て、マイホーム、定年、老後と

様々なかたちがあります。その

都度出費があるわけですが、実

現のためには先々のプランに応

じて計画的に必要資金の準備を

しておく必要があります。 
 同時に、それ以外に病気やケ

ガのど予期せぬ出来事も起こら

ないとも限りませんので、その

ための備えも必要になってきま

すが、おおよその目安として上

記費用を参考にしていただけれ

ばと思います。 
 ご自分で、初めてライフプラ

ンを立てたり、資金計画を描く

のはちょっと大変かもしれませ

んが、右の図のようにキャッシ

ュフロー（お金の流れ）を参考に

できる範囲で作成すると、将来

結納・婚約～新婚旅行までに
かかった費用総額 
※ゼクシィ（調査 2015 より） 

結婚費用 

約461 万円 
出産費用 

約49 万円 
教育資金 

約969 万円 

住宅購入資金 

約 3000 万円 
老後生活費 

約28 万円 
介護費用 

約16 万円 

出産費用の総額 
※厚生労働省（配布資料
より） 

子供１人当たりの総額
（幼稚園～私立大学） 
※文部科学省（調査結果） 

住宅の平均購入価格 
※住宅金融支援機構 
（2015 調査報告より） 

高齢夫婦無職世帯の 
支出約 28 万円/月 
※総務省（2015 概況） 

介護保険受給者 1 人当
たり費用額 
※文部科学省（調査結果） 

/月 /月 

ライフプランの主なイベント費用 
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セミナー開催のご案内 

２.貸付事業用宅地等 
 アパートなど、貸付事業用宅地等

に該当すれば 200 ㎡まで 50％の減

額となります。当該宅地を取得した

親族が相続税の申告期限まで保有

し、貸付けを継続していることが要

件となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高齢化社会の相続法制の見直し 
小規模宅地等の評価減特例 

小規模宅地等の評価減特例と

は、相続または遺贈によって取

得した財産のうち、被相続人等

の居住用または事業用の建物・

構築物等の敷地がある場合に

は、その宅地等のうち 200 ㎡～

400 ㎡までの部分について、一

定の要件に応じて 80％または

50％の金額が課税価格から減額

される特例です。 
特例の適用を受けるために

は、相続税の申告書の提出が必

要です。その他にも、取得者の要

件や居住継続要件、保有継続要

件、事業継続要件などを満たし

ていなければ適用できません。 
詳しくは、税務署等にご確認

ください。 

「となりの枝」を切っていい？ 
 

隣の植木の枝が伸びて境界線を越えてしま

っているケースは結構よく聞く話です。このよう

な場合において、民法(233 条)では「隣地の竹

木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の

所有者に、その枝を切除させることができる。」

となっています。つまり、所有者に対して枝を

切らせることはできても自分で切ってしまうこと

は違法となります。 

ですので、上記のような法律上の結論を踏

まえたうえで、穏やかに話をするのがよろしい

かと思います。はみ出された側は、隣の人

に「切って下さい」と伝える権利のみとなっ

てはいますが、一般的には「話し合い」の

上、相手に切ってもらうか、相手に了解を得

て自分で切る事が良くされている対応で

す。いずれにせよ、円満な解決に至ること

が一番です。 

 

 

 

 

１.特定居住用宅地等 
 330㎡まで80％の減額対象となり

ます。被相続人等が居住していた宅

地等で、 
•配偶者が取得した場合 
•配偶者以外の法定相続人が取得し、

申告期限まで所有し、継続して居住

している場合などが要件です。  

相続・遺言 起業・経営支援 

許 認 可 内容証明 家 系 図 

究極の相続の節税対策は？ 

豆知識 

のことなら ユーカリ行政書士事務所 

お知らせ 

当事務所「暮らしの相談室」では、

三鷹産業プラザで、少人数制のセミ

ナーを定期的に開催しています。 
今回のテーマは「相続と遺言につ

いて」です。 
やさしいご説明を心掛けますの

で、お気軽にご参加ください。（予

約をお願いします） 
講演後、相談会も開催します。 

開催日 平成 28 年 12 月 14 日(水) 

       午後１時 30 分より 

次  回 平成 29 年  1 月 11 日(水) 

       午後 3 時 30 分より 

（いずれも三鷹産業プラザ 地下１階） 

テーマ  相続と遺言について 

講  師 FP・行政書士 竹内健一 

ご予約は、０４２２-５７-７０３３ 

「暮らしの相談室」竹内まで 
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木の根っ子の場合は？ 

関連して良くある質問は、木の根がは

み出しているケースがあります。 

「木の根は境界線を越えてきたときは

自らその根を切る事ができるとされていま

す。」（民法２３３条２項） 

つまり勝手に切っても良いという事で

すが、切ってしまった場合にはその木が

枯れてしまう可能性があるので慎重な対

応が必要です。現実的には隣家に一声

かけてからの方が良いと思われます。 

セミナー風景 

http://free-illustrations-ls01.gatag.net/thum02/gi01a201503180600.jpg

